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１ ＩＣＴ化の取り組み（ＩＣＴイノベーション推進室） 

 

情報通信技術（ＩＣＴ）は、今や市民生活や企業活動に欠かせないツールとして大きな役割を

担っている。本市においても、業務の効率化を目的とした大型汎用コンピュータの導入に始まり、

堺市行政情報ネットワークシステム（庁内ＬＡＮ）の構築や手続のオンライン化など行政のＩＣ

Ｔ化に取り組んできた。 

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大によって求められる社会的距離の確保（ソーシャルデ

ィスタンス）をはじめとする「新しい生活様式」に対応しながら、持続可能かつ安全に市民サー

ビスを提供していく必要がある。 

このような社会情勢の変化や国の動向なども踏まえ、市民サービスの維持・向上や行政運営の

効率化を加速させるため、「堺市ＩＣＴ戦略推進本部」を設置し、ＩＣＴ化を進める道筋となる

「堺市ＩＣＴ戦略」を策定した。 

市民が利便性を実感できる【市民サービスの向上】と【行政運営の効率化】を図るために、「堺

市ＩＣＴ戦略」に基づき、ＩＣＴの活用に取り組む。 

 

 

２ 行政サービスのオンライン化推進（ＩＣＴイノベーション推進室） 

 

国は、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、社会全体のデジタル化を強力に推進するた

め、デジタル・ガバメントの構築を最優先政策課題と位置付け、行政手続のオンライン化等に取

り組むことにしている。 

   オンライン化の推進は、「新しい生活様式」に対応する市民サービスの提供を実現するだけで

はなく、市民の方が自宅や職場から都合のよい時間に行政手続きを行うことを可能にし、市民サ

ービスの向上につながるものである。 

今後は、来庁することなく申請ができる手続きを増やすなど、本市の電子申請・届出システム

の利用をさらに促進するとともに、オンライン化に合わせて申請・手続きの制度や事務の進め方

を見直すなど、職員の事務負担軽減にも取り組む。 

 

 

３ 先進ＩＣＴ活用の推進（ＩＣＴイノベーション推進室） 

 

ＩＣＴの進歩は著しく、ＡＩ・ＲＰＡなどの新たな技術が次々と登場し、社会の様々な分野で

活用されている。また、「自治体ＤＸ推進計画」（令和2年12月 総務省）においても、自治体が重

点的に取り組むべき具体的な事項の一つとして、ＡＩ・ＲＰＡの利用促進が示されている。 

本市においても、令和元年度からＲＰＡを導入しており、令和2年度は処理件数の多い文書事務

の業務効率化に取り組み、令和3年度には北区役所をモデル区として、積極的にＲＰＡ及びＡＩ－

ＯＣＲの導入を進めた。令和4年度からは、北区役所で実績のあるＲＰＡ及びＡＩ－ＯＣＲを他区

へ展開し、更なる業務効率化に取り組んでいる。また、令和３年度から会議などの議事録作成に

ＡＩ音声テキスト変換システムを導入し、文字起こしによる職員の負担軽減と業務効率化を実現

している。 
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今後は、これまでの取り組みについての効果検証や他自治体などでの導入事例を踏まえ全庁

展開を図るなど、先進ＩＣＴについてより積極的に活用することで、働き方改革や行政サービ

ス水準のさらなる向上を図っていく。 

 

 

４ 業務システム全体最適化の推進（ＩＣＴイノベーション推進室） 

 
   本市ではさまざまな情報システムを運用しているが、人口減少社会を見据え、自治体が持続可

能な形で行政サービスを提供し続けられるようにするために、これまで以上に行政運営における

ムダの見直しが必要であり、「事務の効率化」を支える情報システムそのものも、総所有コスト削

減の観点から、引き続き業務システム全体の最適化が必要な状況にある。 

この課題を解決するために、「自治体ＤＸ推進計画」（令和2年12月 総務省）においても示され

ているとおり、自治体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、迅速化、行政の効率

化等を推進するため、自治体の情報システムの標準化・共通化に取り組む。 

また国では、自治体情報システムの標準化・共通化の取り組みを推進するため、「地方公共団体

情報システムの標準化に関する法律」が令和3年5月12日に可決・成立し（令和3年年9月1日施行。

以下同法を「標準化法」という。）、令和4年1月4日に標準化法に関する法律第2条第1項に規定する

標準化対象事務を定める政令施行された。 

標準化法では、地方公共団体の主要な20業務を処理するシステムについて、関係府省において

標準仕様書を作成した上で、各システムベンダーが標準仕様に準拠したシステムを開発し、全国

規模のクラウド基盤（「ガバメントクラウド」）に構築し、各自治体が利用することとなっている。 

全庁的な体制整備として「堺市ＩＣＴ戦略推進本部」の部会として標準化の対象となっている

システムや制度の所管課長からなる「標準化推進部会」を設置した。今後は、綿密な移行計画の

策定等を可能な限り早期に着手し、計画的に取り組むことにより、目標時期である令和７年度ま

での標準準拠システムへの移行をめざす。 

 

 

５ 情報セキュリティ対策（ＩＣＴイノベーション推進室） 

 

   情報システムが取り扱う情報には、市民の個人情報をはじめ、行政運営上重要な情報など、外

部に漏洩等をした場合には重大な結果を招く情報が多く含まれているため、平成15年3月に「堺市

情報セキュリティポリシー」を策定し、人的、物理的、技術的という3つの観点から情報セキュリ

ティ対策を実施してきた。 

一方、ＩＣＴ化の進展により、日々増加する新しい脅威に対して適切に対応し、情報セキュリテ

ィを確保するには、組織的なマネジメントによる取り組みを継続的に実施する必要があることから、

平成30年度に、ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１に基づくＰＤＣＡサイクルを用いた堺市情報セキュリテ

ィマネジメントシステム（堺市ＩＳＭＳ）を導入した。 

堺市ＩＳＭＳに基づいた情報セキュリティマネジメントを確実に実施することにより、情報セキ

ュリティ事案の発生を防止し、情報セキュリティ対策の維持・向上を図っていく。 
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６ 情報システムの運用管理（ＩＣＴイノベーション推進室） 
 

(1) 行政情報ネットワークシステム（庁内ＬＡＮ） 

   行政内部事務の基盤となる庁内ＬＡＮは、庁内の行政情報の共有化・伝達の迅速化を目的とし

て、平成12年10月に運用を開始した。現在では、全部署へのクライアントパソコンの配置や通信

回線の高速化等により、事務処理の効率化、高速化を実現している。 

   庁内ＬＡＮでは、電子メール・掲示板といった基本機能のほか、議会関連情報や資料集などの

提供を行うとともに、インターネットに接続して、情報収集や市民の方々との情報のやりとりを

行っている。 

   なお、庁内ＬＡＮの主なコンテンツ及び利用している業務システムは、以下のとおりである。 

 

    主なコンテンツ 

     ポータル、電子メール、各種掲示板、議会関連情報、防災関連情報、各種資料等 

 

    主な業務システム 

     財務会計、文書管理、職員情報、例規・法令検索、統合型ＧＩＳ等 

 

(2) 住民情報系システム 

   本市の情報システムは、昭和53年の電算機自己導入に始まり、昭和59年の住民基本台帳のシス

テム化など、大型汎用機の利用を中心として、順次、その適用業務を拡大してきた。 

   一方で、汎用機システムは、繰り返し行われた法改正などに伴うシステム改修により、その内

部構造が複雑化し、維持費用も硬直化してきた。そこで、新しいシステムの導入や再開発を機に

オープンシステムへと順次移行し、各システム所管課が運用している。 

なお、平成26年3月に大型汎用機にて稼働するシステムが全てオープンシステムへと移行したこ

とに伴い、大型汎用機を廃止した。 

 

    業務システム 

     市民課事務総合（住民記録・印鑑登録・戸籍）、税総合、家屋評価、福祉総合、生活保護、

介護保険、後期高齢、国民年金、国民健康保険、公費医療、子育て支援、子ども相談、保

健衛生、住宅管理、農業、選挙、教育、人口統計、お出かけ応援ICカード管理 

 

(3) 情報システム統合基盤 

   システムのオープン化に伴い、各業務の効率化・高度化を図ることができたが、各業務システム

の機器費用増大、業務所管課の負担増大など、新たな問題が発生した。これを解消するため、シス

テム全体を全庁的な視点で捉え、類似して存在する機能や機器等を共有するなどシステム全体と

しての最適化をめざしていくこととした。 

これら情報システムの全庁的な最適化を推進するため、平成26年度にサーバ等の機器やバック

アップ等の機能について仮想化技術等を用いて全庁的に共有する「情報システム統合基盤」を構

築し、令和4年4月時点で41の業務システムが稼働している。今後も最新のＩＣＴ活用の動向を注

視しつつ、より一層の効率的・効果的なシステムのあり方を検討していく。 
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７ 社会保障・税番号制度の推進（ＩＣＴイノベーション推進室） 

 

   行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤である社会保

障・税番号制度（マイナンバー制度）を推進するとともに、安全・安心で利便性の高いデジタル

社会の基盤となるマイナンバーカードの普及促進及び利活用を推進する。 

その取組の一環として、マイナンバーカードの申請受付を行う窓口として、令和3年5月に「堺市

マイナンバーカード普及促進センター（以下、「センター」という。）」を堺東駅前に設置した。 

令和5年3月末迄に、ほとんどの国民がマイナンバーカードを保有するという国の方針に基づき、

センターで申請を受け付けるとともに、市内商業施設等でマイナンバーカードの出張申請受付及び

申請サポートを拡充することにより、市民のマイナンバーカードの取得促進を推進していく。 


